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今月の表紙

18歳の宮田さんと久保田さん。
４月から大人となる彼らは今、
何を感じているのでしょうか。
詳しくは中面をご覧ください。

成年年齢が変わること、
ご存じですか？

※撮影時のみマスクを外しています。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載したイベントや講演会などが中止になる

可能性があります。ご理解・ご協力をお願いします。



知っていましたか？

大人（18歳）になるとできること

17歳～19歳の皆さんとその保護者の皆さんへ

　民法改正により、令和４年４月１日から
成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ
ます。
　それに伴い、平成14年４月２日から平成
16年４月１日までに生まれた人は、４月１
日から成年となり、大人として扱われます。

18歳から大人です！
問い合わせ＝市民相談情報課広聴・相談担当（☎内線472）

生年月日 成年となる日 成年となる年齢

平成14年４月１日以前 20歳の誕生日 20歳

平成14年４月２日～
平成15年４月１日 令和４年４月１日 19歳

平成15年４月２日～
平成16年４月１日 令和４年４月１日 18歳

平成16年４月２日以降 18歳の誕生日 18歳

18歳になるとできること（一例） 20歳にならないとできないこと（一例）

◆ 親の同意がなくても契約できる（携帯電話を契約すること／
ローンを組むこと／クレジットカードを作ること／消費者金
融でお金を借りること／一人暮らし用の部屋を借りること）

◆有効期間が10年間のパスポートの取得
◆ 公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資

格取得
◆ 性同一性障害の人が、性別の取り扱いの変更審判を受けるこ

と
◆結婚
※ 女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女

ともに18歳になります

◆飲酒
◆喫煙
◆ 競馬、競輪、オートレース、競艇な

どの投票券の購入
◆養子縁組（養子を迎えること）
◆ 大型・中型自動車運転免許の取得
（大型自動車運転免許の取得は21歳
以上）

成年となる日＆年齢早見表

　今回の成年年齢の引き下げによって、18歳でも、次のこと
を親の同意なく、一人でできるようになります。
※普通自動車免許は従来同様、18歳以上で取得可能です。

※ 生年月日により成年となる日が異なります。ご注意ください。
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16．平和と公正をすべての人に

大人（18歳）は
契約を取り消せない

　これまでは、親の同意のない契約を未成年者が
した場合は、原則、取り消すことができました。
　しかし４月１日からは、18歳以上は成年となる
ため、契約を取り消すことができなくなります。
　そのため、悪質業者は、社会経験が浅く、契約
に関する知識が不十分な若者をターゲットとして
狙ってくるおそれがあります。特に20代で、儲け
話や美容関連の消費者トラブルが多発しています。
≪実際にあった消費者トラブル≫
・ 「お試し〇円」が気になり商品を購入したが、複
数回の購入が条件となっていた
・ 知人に「儲かるよ」と言われ指定口座にお金を振
り込んだが、その後、連絡が取れなくなった

契約や買い物は
しっかり考えてから

　契約を結ぶときには、事前に契約内容を確認し
ましょう。
　買い物をするときは、本当に支払いができるの
か、自分の収入やお小遣いに見合った物なのか、
しっかり考えてから買いましょう。
　消費者庁では、「18歳から大人」特設ページ、ツ
イッター（♯18歳から大人）や、L

ラ イ ン
INE（消費者庁若

者ナビ！）で、若者の消費者トラブル防止に関する
情報をわかりやすく発信しています。ぜひご利用
ください。

問い合わせ

消費者ホットライン

☎1
い や や

88（全国共通）

※お近くの消費生活センターにつながります。

桐生市消費生活センター

☎40‐1112
午前９時から午後４時まで

（土、日、祝日、年末年始を除く）

もしも、消費者トラブルに巻き込まれてしまったら
　契約や買い物で不審に思った場合や、消費者ト
ラブルに巻き込まれてしまった場合は、下記問い
合わせ先へお電話ください。一人で悩まずに、早
めに消費生活センターに相談しましょう。
　また、桐生市消費生活センターでは、来所によ
る相談も受け付けています。専門の相談員が個人
のプライバシーを守りながら、問題の処理や解決
の手助けをします。
《保護者の皆さんへ》
　お子さんが消費者トラブルに巻き込まれた場合
に相談できる窓口として、「消費生活センター」をお
伝えください。保護者からの相談もお受けします。

場所＝保健福祉会館４階（末広町）※ＪＲ桐生駅北
口前の建物です
相談時間＝午前９時から午後４時まで（土、日、祝
日、年末年始を除く）

▶ツイッター ▶ LINE

桐生市消費生活センター（保健福祉会館内）

3 桐生市役所（☎0277 ‐ 46 ‐ 1111）



18歳の高校生に聞いてみました。

――成年年齢が引き下がると知ったときの感想は？

　18歳で成人になるからといって、何が変わるんだろう、と
思いました。最初は全く想像がつかなかったですね。実感も
なかったし。親や友達とも、あまりそういう話はしないので。

――普段、ネットショッピングなどはする？

　僕は、オンラインショップをよく使っています。支払い方
法は、代引きだったり、コンビニ払いだったり。自分で管理
できる範囲で買い物している感じですね。クレジットカード
を持つことができれば支払い手段が増えるので、持ってみた
いとは思っています。

――高校卒業後の進路は？

　大学進学で、一人暮らしを始めます。今はとても楽しみで、
「早く始まらないかな」と思っているんですが、一方で全てが
初めての挑戦になるので、少し不安でもあります。

――実際にトラブルになりそうなときは、どうする？

　悪質業者のことやトラブルになりそうなことを知っておけ
ばいいんだと思います。知識を持っておくことで事前に防げ
るというか。なので、トラブルに直面しそうなときは、自分
の知識と、それから友達同士で助け合いたいですね。

――大人になって、してみたいことは？

　自分で会社を持ってみたいです。進学する大学も経営関係
の学部なので、４年間学びながら、起業して、自分から何か
を発信していきたいですね。

――今後の目標を教えてください。
　大学に進学したら、自分のやりたいことに向かって学習を
進めたいです。これまで同様、メリハリをつけた生活で４年
間を過ごしたいと思います。

久
く ぼ た

保田隼
じ ゅ ん

生
き

さん
桐生市立商業高校・商業科３年。サッカー
部所属。趣味はスノーボード、音楽制作。
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成年年齢の引き下げをどう思う？

――４月から成年年齢が引き下がることを知っていた？

　18歳で成人になることは知っていましたが、今年の４月か
ら、というのは知らなかったです。なので、今回このお話を
聞いて、不安な気持ちを抱きました。

――どんなところが不安？

　今まで、自分を「ただの高校生（未成年）」だと思っていたの
に、急に成人という区切りをつけられて、一人でちゃんとで
きるのかなって。家族とは少しだけ話したことがあるのです
が、消費者被害のニュースを見て、母親からは「クレジットカ
ードを作るのはまだ早いんじゃないか」というようなことを言
われました。

――高校卒業後の進路は？

　私は、就職します。学生のうちは「親が守ってくれる」とい
う意識だったので、これからは社会人として自覚ある行動を
しなければならないと思っています。

――悪質業者が若者を狙うことについて、どう思う？

　これまで授業で、「クーリング・オフ」など経済活動について
学んできたので、もしトラブルになりそうな場合は、習った
ことを思い出しながら対処していけたらいいですね。

――今後の目標を教えてください。

　高校３年間は、日商簿記検定、漢字検定、情報処理検定など、
資格取得に頑張りました。４月からも、また新たな資格取得
にチャレンジしていきたいと思っています。例えば、行政書
士とか。資格を取得すれば今後の仕事にも役立つと思うので、
頑張りたいです。
　また、私はずっと、「人の役に立ちたい」という思いを持っ
て生きてきました。そのために「一日一善」を心がけているの
で、今後も継続したいと思っています。

宮
み や

田
た

柚
ゆ ず

季
き

さん
桐生市立商業高校・商業科３年。書道部所
属。趣味は読書、ギターを弾くこと。
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日
頃
か
ら
の
備
え
が
自
身
を
守
り
ま
す

事前の備え

もう一度見直しましょう
家の中の安全対策！

〇家具の転倒防止対策
家具の転倒による被害を防ぐためにも、

固定器具などを取り付けましょう。
　また、家具の配置を見直すことも効果
的です。
・寝室や子ども部屋にはなるべく家具を
　置かない
・避難経路をふさがないように出入口付
　近や廊下には家具を置かない　など

〇戸棚などからの落下物対策
戸棚や両開きの食器棚などは、地震の

揺れで開いて中の物が落下するおそれが
あります。扉には留め金具などを取り付
けましょう。
〇ガラスの飛散防止対策

地震により窓ガラスなどが割れ、破片
によるけがを防ぐためにも、ガラスの飛
散防止フィルムを貼りましょう。
　また、カーテンを閉めることでも、飛
散防止の効果的な対策となります。

地震 に備える

11. 住み続けられるまちづくりを

17. パートナーシップで目標を達成しよう

地
震
は
「
い
つ
」
「
ど
こ
で
」

発
生
す
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
平

成
23
年
の
東
日
本
大
震
災
以
降
も

平
成
28
年
に
熊
本
地
震
、
平
成
30

年
に
は
北
海
道
胆
振
東
部
地
震
な

ど
、
日
本
各
地
で
大
き
な
地
震
が

発
生
し
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し

ま
し
た
。

ま
た
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
や
首

都
直
下
地
震
の
発
生
も
懸
念
さ
れ

て
い
ま
す
。

自
分
自
身
や
家
族
の
大
切
な
生

命
・
財
産
を
守
る
た
め
に
、
い
ま

一
度
、
地
震
へ
の
対
策
を
見
直
し

ま
し
ょ
う
。

い
ざ
と
い
う
時
に
冷
静
な

行
動
が
で
き
る
よ
う
に

〇
避
難
場
所
や
避
難
経
路
の
確
認

を
行
う
。

避
難
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
、

慌
て
ず
に
行
動
で
き
る
よ
う
に
、

避
難
場
所
を
あ
ら
か
じ
め
確
認
し

て
お
き
ま
し
ょ
う
。

避
難
場
所
ま
で
の
経
路
に
つ
い

て
も
危
険
な
場
所
が
な
い
か
ど
う

か
下
見
を
し
て
お
く
こ
と
が
大
切

で
す
。

〇
安
否
の
確
認
方
法
を
事
前
に
決

め
て
お
く
。

勤
務
先
や
学
校
、
外
出
先
で
被

災
し
た
場
合
の
安
否
確
認
方
法
や

集
合
場
所
を
事
前
に
決
め
て
お
き

ま
し
ょ
う
。

最
低
で
も
３
日
分
の
備
蓄

を
心
が
け
ま
し
ょ
う

  

大
き
な
災
害
が
発
生
す
る
と
食

料
品
や
日
用
品
が
不
足
す
る
お
そ

れ
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
事
態

に
備
え
、
非
常
用
の
食
料
や
飲
料

水
な
ど
は
最
低
３
日
か
ら
１
週
間

分
、
備
蓄
し
ま
し
ょ
う
。
備
蓄
す

る
も
の
は
、
家
族
構
成
な
ど
で
異

な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
赤
ち
ゃ
ん

が
い
る
場
合
に
は
、
お
む
つ
や
離

乳
食
な
ど
の
備
え
が
必
要
に
な
っ

て
き
ま
す
。
各
家
庭
に
適
し
た
備

え
を
各
自
で
考
え
、
必
要
な
準
備

を
し
て
く
だ
さ
い
。

  

ま
た
、
い
ざ
と
い
う
時
の
た
め

に
、
非
常
食
な
ど
必
要
な
物
を
入

れ
た
非
常
持
出
袋
を
準
備
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。
取
り
出
し
や
す
く
、

災
害
の
影
響
を
受
け
に
く
い
場
所

に
置
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

問い合わせ＝防災・危機管理課
　　　　　　防災・危機管理担当（☎内線415）

固定器具の一例

備蓄用品の一例
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東日本大震災当時の被災地の写真や、復
興の様子を記録した写真の展示を行います。
期日＝３月17日（木）・18日（金）・22
日（火）・23日（水）
時間＝午前８時30分～午後５時15分（23
日は午後４時まで）
場所＝市役所玄関ロビー
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
　め、「社会経済活動再開に向けたガイド
　ライン」が警戒レベル３になった場合は
　中止します。
問い合わせ＝防災・危機管理課防災・危機
管理担当（☎内線415）

要
支
援
者
名
簿
作
成
に

　
　
　  

ご
協
力
く
だ
さ
い

市
で
は
、
地
震
や
台
風
に
よ
る

大
雨
な
ど
予
測
の
で
き
る
大
き
な

災
害
が
起
こ
っ
た
時
に
、
家
族
の

援
助
が
受
け
ら
れ
な
い
人
や
自
分

で
避
難
す
る
こ
と
が
難
し
い
人
を

「
避
難
行
動
要
支
援
者
」
と
し
て

事
前
に
登
録
し
、
い
ざ
と
い
う
時

に
地
域
で
支
援
を
受
け
ら
れ
る
体

制
作
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

対
象
＝
在
宅
の
人
で
、
次
の
①
か

ら
⑤
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①
65
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し

②
介
護
保
険
の
認
定
区
分
が
要
介

護
度
３
・
４
・
５

③
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
・
２
級

の
交
付
を
受
け
て
い
る

④
療
育
手
帳
Ａ
判
定

⑤
そ
の
他
、
援
助
を
必
要
と
す
る

（
①
か
ら
④
に
準
ず
る
人
で
災
害

時
に
は
特
に
支
援
が
必
要
な
人
）

令
和
3
年
3
月
1
日
か
ら
令
和

4
年
2
月
28
日
ま
で
に
新
た
に
①

か
ら
④
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た

人
に
つ
い
て
は
、
登
録
申
請
書
を

３
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
申
請

の
有
無
を
記
入
し
、
同
封
の
返
信

用
封
筒
で
返
信
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
⑤
に
該
当
す
る
人
で
登

録
を
希
望
す
る
人
は
、
福
祉
課

（
市
役
所
１
階
）
、
新
里
・
黒
保

根
支
所
市
民
生
活
課
で
受
け
付
け

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
福
祉
課
社
会
福
祉

係
（
☎
内
線
２
７
１
）

災
害
時
に
自
分
で
避
難
す
る
こ
と
が
難
し
い
人
な
ど

3.11
東日本大震災被災地写真展

▲登録申請書

こんにちは
市長です

４
月
に
、
施
設
一
体
型
小
中
一

貫
の
義
務
教
育
学
校
「
黒
保
根
学

園
」
が
開
校
し
ま
す
。
開
校
に
あ

た
り
、
区
長
さ
ん
を
は
じ
め
、
準

備
委
員
会
、
地
域
、
そ
し
て
保
護

者
、
学
校
関
係
者
の
皆
様
に
お
か

れ
ま
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
ご
協

力
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

黒
保
根
学
園
は
、
市
内
全
域
を

通
学
区
域
と
す
る
小
規
模
特
認
校

で
す
。「
世
界
を
見
つ
め
、
世
界

へ
羽
ば
た
く
人
材
の
育
成
」
を
目

標
に
、「
少
人
数
を
生
か
し
た
個

に
応
じ
た
指
導
（
確
か
な
学
力
の

向
上
）」、「
英
語
教
育
、
国
際
理

解
教
育
の
推
進
」、「
地
域
に
根
差

し
地
域
と
連
携
・
協
働
」
を
３
つ

の
柱
と
し
て
、
児
童
生
徒
の
成
長

を
目
指
し
ま
す
。

こ
こ
で
学
ぶ
児
童
生
徒
に
は
、

こ
れ
ま
で
の
黒
保
根
地
区
の
教
育

の
特
長
を
受
け
継
ぎ
、
新
た
な
歴

史
と
伝
統
を
築
い
て
、
こ
れ
か
ら

の
桐
生
市
、
そ
し
て
日
本
を
背
負

っ
て
立
つ
よ
う
な
立
派
な
人
に
成

長
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
桐
生
市
長

荒
木

恵
司

黒
保
根
学
園
が

い
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３回目
新型コロナワクチン追加接種

接種券の発送時期を前倒ししています

２回目接種日（令和３年） ３回目基準日（６か月経過日） 接種券発送日 対象者（目安）

８月 29日（日）～ ９月 ７日（火） ３月 １日（火）～ ３月 ７日（月） ３月 ７日（月） 約 4,000 人

９月 ８日（水）～ ９月 14日（火） ３月 ８日（火）～ ３月 14日（月） ３月 14日（月） 約 4,500 人

９月 15日（水）～ ９月 21日（火） ３月 15日（火）～ ３月 21日（祝） ３月 22日（火） 約 3,500 人

９月 22日（水）～ ９月 28日（火） ３月 22日（火）～ ３月 28日（月） ３月 28日（月） 約 4,000 人

９月 29日（水）～ 10月 ４日（月） ３月 29日（火）～ ４月 ４日（月） ４月 ４日（月） 約 2,400 人

10月 ５日（火）～ 10月 11日（月） ４月 ５日（火）～ ４月 11日（月） ４月 11日（月） 約 2,900 人

　  接種券の発送
　ワクチン２回目接種からの期間を７か月から６か

月に短縮しました。対象者には順次接種券を郵送し

ます（下表参照）。

接種券発送日一覧表

問い合わせ＝桐生市予約受付センター　☎ 44 ‐ 8212
　　　　　※月～金曜日、午前９時～午後５時（祝日を除く）

　  対象
　新型コロナワクチンを２回接種した後、６か月

経過した、18歳以上の人。

　  転入者の接種券は、申請不要で発送します。

　転入者が本市で新型コロナワクチンを接種するた

めには、本市の接種券を新たに発行する必要があり

ます。接種券が届くまでお待ちください。

　前住所地の接種券では、本市の接種予約やワクチ

ン接種を受けることができませんので、ご注意くだ

さい。

留意事項
① 接種券は、転入手続きから一週間程度を目安に、

発券対象者の住民票住所へ送付します。ただし、

２回目接種から６か月を経過していない場合は、

６か月到達後に送付します。

② 対象年齢（18歳）に到達していない場合、接種券

の発送はできません。

③ すでに接種済の人で、転入前の自治体に接種記録

が登録されていないなどの理由により、届いた接

種券が実際の接種回数と異なる場合は、地域医療

感染症対策室（☎内線305）へご連絡ください。

④ 海外から転入した場合など、本市に転入されるま

での接種回数が確認できない場合は、接種券発行

申請が必要です。申請方法など詳しくは、地域医

療感染症対策室へご連絡ください。

※ 郵送後、郵便受けがないなどの理由で接種券が郵

便局から返戻されることがあります。お手数です

が、転入手続きの後は、郵便物の受け取りができ

るよう、ご準備をお願いします。

※ ２回目接種後、６か月半を経過しても接種券が届

かない場合には、地域医療感染症対策室へご連絡

ください。
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３. すべての人に健康と福祉を

　小児（５～11歳）へのワクチン接種について、諸

外国では、全ての小児に対して接種を勧めている国

と、限定的な対象者に対して接種を勧めている国が

あります。

　国内では、有効性、安全性を審査した結果、１月

21日に、小児の初回接種に使用するワクチンとし

て、ファイザー社ワクチンが薬事承認されました。

　現在、国において接種に関する具体的な方策を検

討中です。

　小児用のワクチンは、12歳以上用と接種量などが

異なりますので、接種できる場所や医療機関も、12

歳以上の場合と異なることがあります。

　  接種券の発送
　対象者への接種券の発送は、３月上旬以降に順次

開始する予定です。詳しい時期は、国・県からの方

向性が示され次第、市ホームページなどでお知らせ

します。

小児（５～ 11歳）の接種について

ワクチン接種について よくある質問Ｑ＆Ａ

Ｑ１

Ａ１

追加接種にはどんな効果があるの？

追加接種をした人の方が、していな

い人よりも、新型コロナウイルスに

感染する人や重症化する人が少ない

と報告されています。

Ｑ２

Ａ２

なぜ３回目の接種が必要なの？

ワクチンは、時間の経過に伴い、感

染予防効果や重症化予防効果が低下

します。そのため、２回の接種が完

了した人を対象に、追加接種をする

ことが望ましいとされています。

Ｑ４

Ａ４

ワクチンの副反応が心配…

３回目接種の副反応は、ファイザー、

モデルナ、どちらのワクチンでも、

おおむね初回接種と同様の症状がみ

られたと報告されています。

Ｑ５

Ａ５

今からでも、初回接種を受けられる？

令和４年９月末まで、個別・集団接

種で初回接種を受けられます。詳し

くは、接種券に同封のちらしや市ホ

ームページでご確認ください。

Ｑ３

Ａ３

初回接種と異なるワクチンでも大丈夫？

初回接種（１・２回目接種）と追加接

種で異なるワクチンを接種しても、

抗体価が十分上昇することが報告さ

れています。

ワクチンの組み合わせ 抗体価

●
ファイザー →

●
ファイザー →

●
モデルナ 抗体価は

上昇●
ファイザー →

●
ファイザー →

●
ファイザー

出典：Munro APS, et al. The Lancet. December 2021
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市外へ引っ越すときは
　市外へ引っ越すときは、転出届など、次の

ような手続きが必要となります。

　各手続きには、マイナンバーカード、運転

免許証、パスポートなどの本人確認書類が必

要です。

　引っ越す前に転出の届け出をしてくだ

さい。転出証明書を交付します。

　新しい住所に住み始めた日から14日以

内に、転出先の市区町村に転出証明書を

提出し、転入の届け出をしてください。

手続き＝市民課（市役所１階）、新里・黒保

根支所市民生活課で受け付けます。

問い合わせ＝市民課住民担当（ ☎内線

245・246）

転出届

　被保険者証と高齢受給者証（70歳以上

の人のみ）を返却してください。

手続き＝市民課（市役所１階）、新里・黒保

根支所市民生活課、境野・広沢・梅田・相生・

川内・菱公民館（公民館は70歳未満のみ）

で受け付けます。

手続きに必要なもの＝被保険者証、マイ

ナンバーカード（お持ちの人のみ）

※ 学生は、学生証または在学証明書（合格

通知書などでも可）も必要です。

問い合わせ＝医療保険課国保係（☎内線

256）

国民健康保険
（被保険者）

　受給者証を返却してください。

　県内の他市町村へ引っ越す人には「福

祉医療費受給者証交付状況証明書」を交

付します。

手続き＝医療保険課（市役所１階）、新

里・黒保根支所市民生活課で受け付けま

す。

手続きに必要なもの＝受給者証

問い合わせ＝医療保険課医療助成係（☎

内線257・260・272）

福祉医療費
（受給者）

引っ越すときは
手続きをお忘れなく

広報きりゅう令和４年３月号 10



水道
　水道の使用開始・中止の手続きをしてく

ださい。使用中止の場合は、水道料金・下

水道使用料の精算が必要です。

問い合わせ＝水道局総務課庶務係（☎内線

325～327）

市内で引っ越すときも
　市内で引っ越すときも住所変更の手続きが必

要です。マイナンバーカード（お持ちの人のみ）

を持参し、新しい住所に住み始めてから 14 日

以内に転居の届け出をしてください。

　また、受給者証や被保険者証などに記載され

ている住所を変更しますので、各担当課にお問

い合わせください。

就職・退職したときは国民健康保険の手続きを

　受給内容により手続きが異なります。

引っ越し先の市区町村で申請する際に必

要な書類についても説明します。

手続き＝子育て支援課（保健福祉会館１

階）、新里・黒保根支所市民生活課で受

け付けます。

問い合わせ＝子育て支援課子育て支援係

（☎47‐1150）

児童扶養手当
特別児童扶養手当
（受給者）

国保に加入するとき
（会社を退職したときなど）

国保から離脱するとき
（会社に就職したときなど）

必
要
な
も
の

社会保険離脱証明書（資格喪失
証明書）、マイナンバーカード

（お持ちの人のみ）
※ 学生は、学生証または在学証

明書（合格通知書などでも可）
も必要です。

会社の被保険者証、国保被
保険者証、マイナンバーカー
ド（お持ちの人のみ）

　国民健康保険（国保）の加入・離脱手続きは、

自身で行う必要があります。

手続き＝市民課（市役所１階）、新里・黒保根

支所市民生活課、境野・広沢・梅田・相生・川内・

菱公民館（公民館は 70 歳未満のみ）で受け

付けます。

問い合わせ＝医療保険課国保係（☎内線 256）

　児童手当受給事由消滅の届け出をして

ください。引っ越し先の市区町村で申請

する際に必要な書類についても説明しま

す。

手続き＝子育て支援課（保健福祉会館１

階）、新里・黒保根支所市民生活課で受け

付けます。

問い合わせ＝子育て支援課子育て支援係

（☎47‐1150）

児童手当
（受給者）

11 桐生市役所（☎0277 ‐ 46 ‐ 1111）



認知症でお悩みのこと

認知症初期集中支援チームが  
サポートします

　認知症初期集中支援チームは、医療と介護の専門職員が認知症サポート医や主治
医と連携・協力しながら、認知症の人や、認知症が疑われる人とその家族を支援す
るチームです。
　認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続
けられるように、早期診断・対応に向けた支援体制の構築を目的としています。
チーム設置場所＝在宅医療介護連携センターきりゅう（桐生メディカルセンター地
下１階、元宿町、☎32‐5222）
問い合わせ＝健康長寿課長寿支援係（☎内線557）

以下の１～３を全て満たす人
１．40歳以上
２．自宅で生活している
３． 認知症または認知症が疑われる人で、次の
いずれかに該当する

・認知症の診断を受けていない
・継続的な医療サービスを受けていない
・ 適切な介護サービスを受けていない、または
中断している
・ 認知症の行動・心理症状が顕著なため、家族
などが対応に苦慮している

対象者支援の流れ
① 対象者または家族などが、地域包括支援セン
ターに相談。
② 認知症初期集中支援チームの必要性について
検討し、必要と判断された場合に、チームが
活動を開始。
③ チーム員が自宅を訪問し、おおむね６か月を
目安に、医療機関の受診や介護保険サービス
の利用へ結びつけるための支援、家族の介護
負担軽減などを支援。

チームの相談風景

（初期集中支援イメージ）

サポート医

看護師 社会福祉士など

主治医

チーム

地域包括
支援センター

家族

本人医療機関への受診
介護サービス導入

連携

連
携

①相談

③支援

②訪問

③診察

認知症は誰にでも起こりうる病気です。コロナ禍で
自宅で過ごすことが多くなり、高齢者の認知機能の
低下が危惧されます。何か心配なことや困っている
ことがあったら、ひとりで問題を抱え込まず、まず
はご相談ください。
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Kiryu News

桐生は物語にあふれているパートⅢ
桐生の七不思議ツアー―本町を巡る―

　本町・重伝建地区の七不思議を巡る“織都桐生”案
内人の会による自主企画ツアーです。
　ゆっくリズムで桐生散歩を楽しんでみませんか。
期日＝３月27日（日）
時間＝午前９時30分～正午（予定）
集合場所＝桐生市観光駐車場（青年の家隣）
募集人数＝30人（先着順）※群馬県民限定
費用＝300円※当日集金します。
申し込み＝３月12日（土）午前10時から、電話で
（一社）桐生市観光物産協会「シルクル桐生」へ。
問い合わせ＝（一社）桐生市観光物産協会（「シル
クル桐生」内、☎32‐4555）

４月２日（土）～17日（日）
吾妻公園チューリップまつり

　赤、白、黄色のチューリップ約１万株が吾妻公園
の花壇で開花します。
▶写生大会の作品を募集します
　入賞者には賞状と賞品、応募者には参加賞を進呈
します。
　また、全作品を５月７日（土）から22日（日）
まで、吾妻公園イベント室で展示します。
対象＝市内の小学生、幼稚園・保育園児が描いた吾
妻公園の風景画。用具は自由で、四つ切画用紙を使
用。
応募方法＝応募は１人１点まで。画用紙の裏面に①
学校（園）名、②学年（組）、③氏名（ふりがな）、
④年齢（未就学児は住所と電話番号）を記入し、４
月17日（日）午後５時までに、直接、吾妻公園管
理事務所へ。
問い合わせ＝吾妻公園管理事務所（☎22‐8636）

子育て世帯への臨時特別給付金

　後日お知らせすることになっていた（広報きりゅ
う１月号９ページ参照）、令和４年２月１日から３
月31日までに生まれた新生児に係る申請期限のお
知らせです。
支給額＝１人あたり一律10万円
申請期限＝４月28日（木）※郵送の場合は、当日
消印有効
手続き＝児童手当の申請をする人は、児童手当の手
続きと併せて給付金の申請書を記入してください。
公務員は、子育て支援課（保健福祉会館１階）また
は郵送で申請書などを提出してください。
問い合わせ＝子育て支援課子育て支援係（☎47‐
1152）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントなどが中止になる可能性があります。
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Kiryu News

マイナンバーカード出張申請サポート

対象＝市内に住所を有し、マイナンバーカードを取
得していない人
内容＝申請に必要な顔写真を無料で撮影し、マイナ
ンバーカードの交付申請をサポートします。
持ち物＝マイナンバーカード交付申請書
問い合わせ＝ＤＸ推進室業務プロセス担当（☎内線
558）

ひまわり団地分譲価格見直しによる
申し込み受け付け

　黒保根町宿廻地内の「ひまわり団地」９区画を分
譲価格を見直して販売します。
※購入の際には、各種支援事業があります。
期間＝３月14日（月）～４月15日（金）※土、日、
祝日を除く
申し込み＝申込用紙に必要事項を記入し、直接、黒
保根支所地域振興整備課へ。申込用紙と案内書は同
課と市ホームページにあります。

選定方法＝同一区画に複数の申し込みがあった場合
は、４月24日（日）午前10時から抽せんを行いま
す。
▶現地見学相談会
期日＝４月３日（日）
時間＝午前10時～午後３時
問い合わせ＝黒保根支所地域振興整備課建設係（☎
96‐2110）

施設名 期日 時間

広沢公民館 ３月８日（火）

午前９時から

正午まで

境野公民館 ３月 10 日（木）

梅田公民館 ３月 15 日（火）

相生公民館 ３月 17 日（木）

川内公民館 ３月 22 日（火）

菱公民館 ３月 24 日（木）

▼出張申請サポート実施施設一覧

区画
番号 地番

面積
販売価格

単価
平方メートル 坪換算 平方メートルあたり 坪あたり

1 91 ‐ 51 428.31 129.56 2,244,000 円 5,239 円 17,320 円

2 91 ‐ 58 351.04 106.18 1,787,000 円 5,091 円 16,830 円

3 91 ‐ 59 354.68 107.29 1,805,000 円 5,089 円 16,824 円

4 91 ‐ 60 347.50 105.11 1,769,000 円 5,091 円 16,830 円

5 91 ‐ 61 354.72 107.30 1,823,000 円 5,139 円 16,990 円

6 91 ‐ 62 335.19 101.39 1,756,000 円 5,239 円 17,319 円

7 91 ‐ 63 381.79 115.49 1,863,000 円 4,880 円 16,131 円

8 91 ‐ 65 341.82 103.40 1,688,000 円 4,938 円 16,325 円

9 91 ‐ 76 329.20 99.58 1,656,000 円 5,030 円 16,630 円

▼区画別販売価格表

ひまわり団地区画図
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令和４年度国民年金保険料納付額

　令和４年度分の国民年金保険料は、月額16,590円
（年額199,080円）です。
　納付書は、４月上旬に、日本年金機構から国民年
金保険料納付案内書と一緒に郵送されますので、納
期限までに納付してください。
▶前納で保険料が割引に
　国民年金には、一括して保険料を納めると割引に
なる前納制度があります。納付額は右表のとおりで
す。
　現金での一括納付を希望する場合は、前納納付書
を使用し、納付書に記載されている期日までに納付
してください。
　なお、前納した期間中に就職し、厚生年金に加入
するなどの理由により国民年金保険料を納める必要
がなくなった場合は、それ以降の期間の保険料は還
付されます。
問い合わせ＝桐生年金事務所（☎44‐2311）、市
民課年金担当（☎内線273）

土地・家屋価格等帳簿の縦覧
固定資産課税台帳の閲覧

縦覧・閲覧の期間＝４月１日（金）～５月31日
（火）※土、日、祝日を除く
場所＝税務課（市役所１階）、新里・黒保根支所
必要なもの＝本人確認書類※委任を受けた人は委任
状、借地・借家人などは賃貸借契約書などの書類が
必要です。
▶土地・家屋価格等帳簿の縦覧
　固定資産税の納税者が、本人の土地や家屋の評価
額を他と比較し、評価額が適正かどうかを判断する
ための制度です。
　固定資産税納税者と納税者の委任を受けた人は、
土地・家屋価格等帳簿を無料で縦覧できます。
　ただし、固定資産税の課税標準額合計が、土地で
30万円未満、家屋で20万円未満は縦覧できません。
▶固定資産課税台帳の閲覧
　所有者と所有者から委任を受けた人は、固定資産
課税台帳を無料で閲覧できます。借地・借家人など
は、使用する土地や家屋のみ閲覧できます（１件
350円）。
　なお、固定資産課税台帳を閲覧できる人は、台帳
の記載事項の証明を受けることもできます。

▶路線価図などの公開
　土地の評価額算定の基礎になる路線価図と路線価
一覧表は、４月１日（金）から公開します。
　路線価図には標準宅地の位置と路線番号を、路線
価一覧表には路線価と下落率を記載しています。
▶課税明細書の郵送
　固定資産税の課税内容を確認できるよう、納税通
知書に「課税明細書」を同封し、５月中旬に郵送し
ます。
▶不服の申し出
　固定資産課税台帳に登録された評価額に不服があ
る場合は、固定資産評価審査委員会に審査を申し出
ることができます。
　申し出の期間は、４月１日（金）以降、納税通知
書を受け取った日の翌日から３か月以内です。
　また、令和３年度固定資産税・都市計画税では、
評価額が上昇した土地の税額を据え置く特別な措置
が講じられました。その措置の適用対象となった土
地の令和３年度の評価額に不服がある場合は、４月
１日（金）以降、令和３年度の納税通知書を受け取
った日の翌日から15か月以内に審査を申し出るこ
とができます。
問い合わせ＝税務課土地担当（☎内線230・231）、
税務課家屋担当（☎内線232・233）

区分 口座振替 現金または
クレジット納付

６か月前納
（４月～９月

分、10 月～
翌年３月分）

前納額 98,410 円 98,730 円

割引額 1,130 円 810 円

１年前納
（４月～翌年

３月分）

前納額 194,910 円 195,550 円

割引額 4,170 円 3,530 円

２年前納
（４月～翌々

年３月分）

前納額 381,530 円 382,780 円

割引額 15,790 円 14,540 円

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントなどが中止になる可能性があります。

▼令和４年度国民年金保険料納付額（前納の場合）

15 桐生市役所（☎0277 ‐ 46 ‐ 1111）



Kiryu News

火災予防に一層のご協力を

　空気が乾燥し、火災の発生しやすい状態が続いて
います。
　逃げ遅れをなくすために、住宅用火災警報器を設
置していないご家庭は、寝室などに設置しましょう。
　また、住宅用火災警報器は、設置後10年を目安
に取り替えましょう。
問い合わせ ＝ 消 防 本 部 予 防 課 指 導 係 （ ☎ 4 7 ‐
1703）

下水道受益者負担金（分担金）制度

　下水道の整備は、国や県からの補助金や市の借入
金のほか、受益者負担金（分担金）で費用をまかな
っています。
　受益者負担金（分担金）とは、下水道が整備され
た区域内の土地を所有する皆さん（受益者）から事
業費の一部を負担していただくもので、その土地に
対する負担は一度限りです。
　なお、受益者負担金は、対象区域全ての土地が対
象になりますが、固定資産税上の地目により猶予期
間があります。
　また、新里町区域については、公共ます一基につ
き15万円の受益者分担金の負担となります。
▶対象者に申告用紙を送付
　受益者負担金（分担金）を負担していただく対象
者には、４月中に受益者申告用紙を郵送します。
　内容を確認し、署名のうえ同封の返信用封筒で返
送してください。折り返し決定通知書と納入通知書
をお送りします。

　初年度第１期（６月）の納期限までに一括で納め
ると割引になる制度がありますので、ぜひご利用く
ださい。
　なお、１年を２回に分け、受益者負担金は10回
（５年間）、受益者分担金（新里町）は６回（３年
間）で納入していただくこともできます。
▶使えるようになる区域などの図面縦覧
　新たに下水道が使えるようになる区域と下水道事
業受益者負担金（分担金）を納入する区域の図面を
縦覧することができます。
　対象となる区域は、下表のとおりです。
期間＝４月１日（金）から※土、日、祝日を除く
縦覧場所＝下水道課（市役所２階）
問い合わせ＝下水道課業務係（☎内線678）

下水道が使えるようになる区域

（受益者負担金 ( 分担金 ) を新たに納入していただく区域）

● 相生町一・五丁目

● 川内町三丁目

※ 上記区域の一部です。

令和３年２月に発生した山火事（黒保根町上田沢地内）

▶山火事に注意しましょう
　年間の山火事発生件数の半数以上は、３月から５
月にかけて発生します。ほとんどの山火事は、人が
原因で発生しています。
　たき火やたばこは山火事の原因となりますので、
火の取り扱いには十分注意しましょう。
問い合わせ＝農林振興課林業振興担当（☎内線
568）
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傍
聴
で
き
ま
す

教
育
委
員
会
定
例
会

期
日
＝
３
月
７
日
（
月
）

時
間
＝
午
後
２
時
30
分
か
ら
※
当

日
午
後
２
時
か
ら
２
時
15
分
ま
で

会
場
で
受
け
付
け

場
所
＝
美
喜
仁
桐
生
文
化
会
館
国

際
会
議
室

募
集
人
数
＝
５
人
（
先
着
順
）

問
い
合
わ
せ
＝
教
育
委
員
会
総
務

課
（
☎
内
線
６
５
４
）

足
利
銀
行
桐
生
市
役
所
出
張

所
が
派
出
所
に
な
り
ま
す

現
在
、
桐
生
市
役
所
内
に
設
置

さ
れ
て
い
る
足
利
銀
行
桐
生
市
役

所
出
張
所
は
、
４
月
１
日
か
ら
派

お
知
ら
せ

広
告

め
の
心
構
え
を
ま
と
め
た
標
語
で

す
。

問
い
合
わ
せ
＝
青
少
年
課
（
☎
47

２
１
８
４
）

身
体
障
害
者
巡
回
相
談

肢
体
障
が
い
者
の
補
装
具
判
定

相
談
を
行
い
ま
す
。

期
日
＝
4
月
20
日
（
水
）

時
間
＝
午
後
１
時
～
３
時

場
所
＝
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
３
０

２
・
３
０
３
会
議
室
（
新
宿
三
丁

目
）

申
し
込
み
＝
4
月
8
日
（
金
）
ま

で
に
電
話
で
福
祉
課
（
市
役
所
1

階
、
☎
内
線
３
９
８
）
へ
。

確
定
申
告
は
お
済
み
で
す
か

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
利

用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
宅
で
確

定
申
告
書
が
作
成
で
き
ま
す
。

な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
に
よ
り
申
告
な
ど

が
困
難
な
人
は
、
４
月
15
日（
金
）

ま
で
、
申
告
・
納
付
期
限
の
延
長

を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

申
告
期
限

▼
令
和
３
年
分
の
所
得
税
、
復
興

特
別
所
得
税
、
贈
与
税
の
申
告
と

納
税
…
３
月
15
日
（
火
）

▼
個
人
事
業
者
の
消
費
税
、
地
方

消
費
税
の
申
告
と
納
税
…
３
月
31

日
（
木
）

問
い
合
わ
せ
＝
桐
生
税
務
署
（
☎

22
３
１
２
１
）
※
自
動
音
声
に
従

出
所
に
変
わ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

窓
口
で
は
桐
生
市
へ
の
公
金
振
り

込
み
の
み
利
用
で
き
ま
す
。

ま
た
、
出
張
所
内
に
設
置
さ
れ

て
い
た
現
金
自
動
預
け
払
い
機

（
Ａ
Ｔ
Ｍ
）
や
両
替
機
も
廃
止
さ

れ
ま
す
。

市
役
所
内
Ａ
Ｔ
Ｍ
コ
ー
ナ
ー
の

Ａ
Ｔ
Ｍ
は
、
引
き
続
き
ご
利
用
い

た
だ
け
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
総
務
課
（
☎
内
線

５
３
３
）

福
祉
シ
ョ
ッ
プ

市
内
の
障
が
い
者
施
設
で
つ
く

っ
た
製
品
を
販
売
し
ま
す
。

▼
市
役
所
玄
関
ロ
ビ
ー

期
日
＝
３
月
24
日
（
木
）

時
間
＝
午
前
11
時
～
午
後
１
時
30

分▼
新
里
総
合
セ
ン
タ
ー
１
階

期
日
＝
４
月
７
日
（
木
）

時
間
＝
午
前
11
時
～
午
後
１
時

問
い
合
わ
せ
＝
福
祉
課
（
☎
内
線

２
８
２
）

春
の
青
少
年
健
全
育
成
運
動

期
間
＝
３
月
15
日
（
火
）
～
４
月

30
日
（
土
）

今
年
の
推
進
目
標
は
「
『
お
ぜ

の
か
み
さ
ま
県
民
運
動
』
を
推
進

し
、
地
域
と
家
庭
で
子
ど
も
た
ち

の
安
全
・
安
心
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
利
用
を
考
え
よ
う
」
で
す
。

「
お
ぜ
の
か
み
さ
ま
」
と
は
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
安
全
に
使
う
た

くらしガイド

い
「
２
」
を
選
択

市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
は

お
済
み
で
す
か

令
和
３
年
分
の
市
民
税
・
県
民

税
の
申
告
期
限
は
、
３
月
15
日

（
火
）
で
す
。
申
告
が
必
要
な
人

は
期
限
内
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

期
日
、
申
告
会
場
な
ど
に
つ
い
て

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
広

報
き
り
ゅ
う
１
月
号
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、

可
能
な
限
り
、
郵
送
で
の
申
告
書

提
出
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
告
用
紙
は
税
務
課
（
市
役
所

１
階
）
と
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ

り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
税
務
課
（
☎
内
線

２
２
６
）

講
談
社
寄
贈
本
の
貸
し
出
し

株
式
会
社
講
談

社
創
業
者
の
野
間

清
治
さ
ん
が
本
市

出
身
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
同
社
よ
り
毎
年
多
く
の
本

の
寄
贈
を
受
け
て
い
ま
す
。
令
和

３
年
度
も
１
０
０
０
冊
を
超
え
る

本
が
寄
贈
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
寄
贈

本
を
貸
し
出
し
ま
す
。

場
所
＝
図
書
館
、
新
里
図
書
館
、

各
公
民
館
※
新
里
公
民
館
を
除
く

問
い
合
わ
せ
＝
図
書
館
（
☎
47
４

３
４
１
）

感染症拡大防止のため、イベントなどが中止になる場合があります。

おかしいな…と思ったら
ストップ！特殊詐欺‼

金融機関や警察がキャッシュカードを預か
ることはありません。絶対に渡さないでくだ
さい。
問い合わせ＝桐生警察署（☎43 ‐ 0110）、
群馬県警察振り込め詐欺被害防止ホット
ライン（☎027 ‐ 224 ‐ 5454）

17 桐生市役所（☎0277 ‐ 46 ‐ 1111）



内
線
２
７
４
・
２
７
５
）

日
立
市
「
桐
生
市
と
の
思
い

出
写
真
館
」

日
立
市
で
は
、
桐
生
市
と
の
国

内
親
善
都
市
提
携
55
周
年
を
記
念

地
域
福
祉
計
画
推
進
委
員
会

委
員
募
集

地
域
福
祉
計
画
推
進
委
員
会
の

市
民
委
員
を
募
集
し
ま
す
。
な
お
、

地
域
福
祉
活
動
計
画
推
進
委
員
会

の
委
員
も
兼
務
し
ま
す
。

任
期
＝
４
月
１
日
か
ら
令
和
６
年

３
月
31
日
ま
で

対
象
＝
市
内
に
居
住
す
る
20
歳
以

上
の
人

募
集
人
数
＝
２
人
（
選
考
あ
り
）

申
し
込
み
＝
３
月
25
日（
金
）ま
で

に
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
直
接
ま
た
は
郵
送（
必
着
）、

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
で
福
祉
課
（
市
役

所
１
階
、
〒
３
７
６
‐
８
５
０
１

桐
生
市
役
所
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
45

２
９
４
０
）
へ
。
応
募
用
紙
は
同

課
、
新
里
・
黒
保
根
支
所
市
民
生

活
課
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
福
祉
課
（
☎
内
線

２
８
５
）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

納
付
は
お
済
み
で
す
か

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納

付
方
法
は
、
年
金
か
ら
の
特
別
徴

収
、
口
座
振
替
、
納
付
書
に
よ
る

納
付
の
３
種
類
が
あ
り
ま
す
。
新

た
に
75
歳
に
到
達
し
た
人
は
、
年

金
か
ら
の
特
別
徴
収
が
開
始
さ
れ

る
ま
で
の
間
（
最
長
１
年
程
度
）

は
、
納
付
書
な
ど
で
納
付
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
特
別
徴
収
の
人

で
も
保
険
料
の
一
部
を
納
付
書
で

納
付
す
る
場
合
が
あ
り
、
該
当
す

る
人
に
は
郵
送
し
て
い
ま
す
。
保

険
料
の
納
め
忘
れ
が
な
い
か
、
確

認
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
医
療
保
険
課
（
☎

くらしガイド

広
告

し
、
日
立
市
民
か
ら
募
集
し
た
桐

生
市
に
ま
つ
わ
る
思
い
出
の
写
真

を
、
日
立
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公

開
し
ま
す
。

公
開
日
＝
3
月
14
日
（
月
）
か
ら

観
覧
方
法
＝
日
立
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

寄
付
金（
敬
称
略
）

令
和
３
年
12
月
１
日
～
令
和
４

年
１
月
31
日
受
け
入
れ

▼
境
野
中
通
り
上
組
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
グ
ル
ー
プ
／
２
万
円
▼
桐

生
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
協
会
／
６
万

９
６
８
７
円
▼
立
正
佼
成
会
桐

生
教
会
／
13
万
７
１
７
円
▼
立

正
佼
成
会
桐
生
教
会
／
２
万
円

▼
匿
名
５
人
／
計
１
０
６
万
５

０
４
１
円

ふ
る
さ
と
桐
生

応
援
寄
附
金

▼
桐
生
刺
繍
商
工
業
協
同
組
合

／
８
万
５
５
０
円
▼
本
間
康
弘

／
７
万
円
▼
梅
田
ア
マ
チ
ュ
ア

無
線
ク
ラ
ブ
／
２
万
５
２
６
２

円
▼
高
山
裕
美
／
２
万
円
▼
横

田
浩
明
／
２
万
円
▼
今
井
敦
太

／
１
万
５
０
０
０
円
▼
加
藤
雄

一
郎
／
２
万
円
▼
斉
藤
正
輝
／

１
万
円
▼
安
井
章
人
／
５
０
０

０
円
▼
吉
間
信
人
／
１
万
円
▼

子
安
知
枝
／
１
万
円
▼
小
平
慎

／
１
万
円
▼
高
橋
佑
衣
／
１
万
円

▼
山
洞
吉
規
／
２
万
円
▼
仲
林
一

政
／
１
万
５
０
０
０
円
▼
宮
木
拓

平
／
１
万
５
０
０
０
円
▼
曽
根
良

祐
／
２
万
円
▼
北
口
学
／
１
万
５

０
０
０
円
▼
土
屋
宏
樹
／
１
万
円

▼
西
井
直
杜
／
１
万
円
▼
臼
井
勇

／
１
万
円
▼
小
林
裕
／
１
万
円
▼

高
林
千
洋
／
１
万
５
０
０
０
円
▼

津
久
井
政
男
／
４
万
円
▼
石
橋
里

美
／
１
万
円
▼
日
野
貴
史
／
５
０

０
０
円
▼
和
田
恭
明
／
２
万
円
▼

岡
崎
望
／
１
万
円
▼
木
村
麻
美
／

２
万
円
▼
佐
々
木
健
／
４
万
円
▼

津
嶋
成
匡
／
１
万
円
▼
道
村
友
裕

／
１
万
円
▼
伊
藤
幸
星
／
１
万
円

▼
永
井
常
高
／
１
万
円
▼
横
山
大

輔
／
５
万
円
▼
詹
國
良
／
１
万
円

▼
相
澤
和
善
／
１
万
円
▼
秋
山
仁

／
２
万
５
０
０
０
円
▼
市
山
壽
人

／
１
万
円
▼
工
藤
忠
／
10
万
円
▼

鈴
木
愛
美
／
１
万
円
▼
八
幡
兼
成

／
１
万
円
▼
山
口
邦
春
／
３
万
円

▼
伊
藤
修
一
／
１
万
円
▼
大
川
敦

史
／
１
万
円
▼
荻
沼
和
彦
／
５
０

０
０
円
▼
川
島
彩
／
１
万
円
▼
絹

川
颯
平
／
１
万
５
０
０
０
円
▼

志
賀
義
平
／
10
万
円
▼
高
橋
諭

／
６
万
円
▼
田
村
大
樹
／
２
万

円
▼
新
田
浩
貴
／
１
万
円
▼
山

田
純
也
／
１
万
円
▼
渡
辺
梨
花

／
１
万
円
▼
林
充
紀
／
１
万
円

▼
桑
子
卓
也
／
１
万
円
▼
勝
山

彰
／
５
０
０
０
円
▼
藤
野
戸
純

一
／
１
万
円
▼
岡
﨑
麻
理
／
１

万
円
▼
匿
名
５
７
６
人
／
計
１

０
０
9
万
１
０
０
０
円

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税

寄
附
金

▼
フ
ァ
ー
ム
ラ
ン
ド
㈱
／
１
０

０
万
円

物
品（
敬
称
略
）

令
和
３
年
11
月
13
日
～
12
月
28

日
受
け
入
れ

▼
馬
場
國
夫
／
渡
辺
小
華
筆
書

画（
紙
本
）関
係
文
書
６
点
▼

㈱A
izaw

a C
orporation 

Rian

不
動
産
／
一
般
書
籍
な

ど
２
０
７
冊
▼
桐
生
木
材
組
合

／
木
製
ス
ロ
ー
プ
３
台
▼
安
養

寺「
に
ん
げ
ん
」の
会
／
図
書
２

６
３
冊

ご
寄
付
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
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紅
雲
町
一
丁
目
７
‐
12
）
へ
。
申

込
用
紙
は
県
住
宅
供
給
公
社
桐
生

支
所
（
市
役
所
４
階
）
に
あ
り
ま

す
。

入
居
可
能
日
＝
当
せ
ん
後
、
入
居

資
格
審
査
が
完
了
次
第
、
個
別
に

案
内
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
県
住
宅
供
給
公
社

（
☎
０
２
７
‐
２
２
３
‐
５
８
１

１
）本

文
洋
ら
ん
植
え
替
え
教
室

桐
生
洋
ら
ん
愛
好
会
が
洋
ら
ん

の
植
え
替
え
を
教
え
ま
す
。

期
日
＝
4
月
3
日
（
日
）

時
間
＝
午
前
9
時
30
分
～
正
午

場
所
＝
吾
妻
公
園
温
室

持
ち
物
＝
洋
ら
ん
、
植
え
替
え
用

の
鉢

問
い
合
わ
せ
＝
吾
妻
公
園
（
☎
22

８
６
３
６
）

市
民
講
座
「
睡
眠
と
健
康
の

知
恵
袋
」

桐
生
市
・
明
治
安
田
生
命
包
括

連
携
協
定
事
業
と
し
て
、
市
民
講

座
を
開
催
し
ま
す
。

期
日
＝
３
月
19
日
（
土
）

時
間
＝
午
後
２
時
か
ら

募
集
人
数
＝
１
５
０
人（
先
着
順
）

申
し
込
み
＝
３
月
４
日
（
金
）
か

ら
15
日
（
火
）
ま
で
に
直
接
ま
た

講
座

広
告

は
電
話
で
中
央
公
民
館
（
☎
47
４

３
４
３
）
へ
。

第
84
回
植
木
市
・
ガ
ー
デ
ニ

ン
グ
教
室

期
日
＝
４
月
16
日
（
土
）

時
間
＝
午
前
11
時
～
11
時
45
分

場
所
＝
市
役
所
構
内
駐
車
場

募
集
人
数
＝
20
人
（
先
着
順
）

費
用
＝
１
０
０
０
円

申
し
込
み
＝
３
月
14
日
（
月
）
か

ら
電
話
で
公
園
緑
地
課
（
☎
内
線

７
６
５
）
へ
。

第
32
回
移
動
大
川
美
術
館
展

展
示
会
「
石
原
彰
二
の
ス
ペ
イ

ン
の
モ
ダ
ン
・
ア
ー
ト
‐
ミ
ロ
と

ク
ラ
ベ
の
版
画
」
を
開
催
し
ま
す
。

期
日
・
時
間
＝
3
月
17
日（
木
）・

18
日（
金
）
…
午
前
10
時
～
午
後

3
時
、3
月
19
日（
土
）・20
日（
日
）

…
午
前
10
時
～
午
後
5
時
、
3
月

21
日（
祝
）
…
午
前
10
時
～
午
後

４
時

場
所
＝
美
喜
仁
桐
生
文
化
会
館
展

示
室

費
用
＝
３
０
０
円
※
65
歳
以
上
、

心
身
障
が
い
者
と
そ
の
付
き
添
い
、

中
学
生
以
下
は
無
料

問
い
合
わ
せ
＝
大
川
美
術
館
（
☎

46
３
３
０
０
）
、
美
喜
仁
桐
生
文

化
会
館
（
☎
40
１
５
０
０
）

イ
ベ
ン
ト

７
‐
２
２
１
‐
０
７
８
）

時
間
＝
午
前
9
時
～
翌
日
午
前
0

時
（
第
２
・
第
４
金
曜
日
は
翌
日

午
前
9
時
ま
で
）
※
休
日
な
し

▼
特
定
非
営
利
活
動
法
人

自
殺

対
策
支
援
セ
ン
タ
ー

ラ
イ
フ
リ

ン
ク
「
生
き
づ
ら
び
っ
と
」

Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
チ
ャ
ッ
ト
で
の
相
談

を
受
け
付
け
、
必
要
に
応
じ
て
電

話
や
対
面
に
よ
る
支

援
な
ど
の
「
生
き
る

こ
と
の
包
括
的
支
援
」

を
行
っ
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
福
祉
課
（
☎
内
線

２
８
２
）

旧
北
幼
稚
園
の
跡
利
用

市
は
旧
北
幼
稚
園
の
跡
利
用
方

法
に
つ
い
て
、
「
地
元
等
利
用
施

設
」
と
い
う
従
来
の
方
針
を
取
り

消
し
、
園
舎
を
「
新
庁
舎
整
備
に

伴
う
文
書
・
物
品
の
一
時
保
管
施

設
」
、
園
庭
を
「
地
元
の
倉
庫
等

と
し
て
利
用
」
と
し
て
暫
定
利
用

し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
＝
企
画
課
（
☎
内
線

５
２
５
）

県
営
住
宅
抽
せ
ん
団
地

入
居
者
募
集

対
象
＝
住
宅
に
困
っ
て
い
る
人
※

収
入
制
限
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

申
し
込
み
＝
４
月
15
日
（
金
）
ま

で
に
、
申
込
書
を
専
用
封
筒
に
入

れ
、
郵
送
で
県
住
宅
供
給
公
社

（
〒
３
７
１
‐
0
０
２
５
前
橋
市

ジ
で
「
思
い
出
写
真
館
」
と
検
索

し
て
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
＝
観
光
交
流
課
（
☎

内
線
３
３
９
）
、
日
立
市
文
化
・

国
際
課
（
☎
０
２
９
４
‐
２
２
‐

３
１
１
１
、
内
線
５
９
５
）

水
曜
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
コ
ン
サ

ー
ト
「
6
月
例
会
」
出
演
者

募
集

期
日
＝
6
月
15
日
（
水
）

時
間
＝
午
後
6
時
30
分
開
演

対
象
＝
小
学
生
以
上

募
集
人
数
＝
４
組
程
度（
先
着
順
）

※
一
人
で
も
参
加
可
能

費
用
＝
小
学
生
以
上
高
校
生
以
下

の
個
人
ま
た
は
団
体
…
５
０
０
円
、

一
般
の
個
人
ま
た
は
団
体
…
１
０

０
０
円

申
し
込
み
＝
3
月
25
日
（
金
）
ま

で
に
直
接
中
央
公
民
館
（
☎
47
４

３
４
３
）
へ
。

３
月
は
自
殺
対
策
強
化
月
間

心
が
疲
れ
た
と
き
は
、
一
人
で

悩
ま
ず
、
ぜ
ひ
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。
※
混
雑
し
て
い
る
場
合
は
、

電
話
が
つ
な
が
り
づ
ら
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

▼
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
統
一
ダ
イ

ヤ
ル
（
☎
０
５
７
０
‐
０
６
４
‐

５
５
６
）

期
間
＝
月
曜
日
～
金
曜
日
（
祝
日

除
く
）

時
間
＝
午
前
9
時
～
午
後
10
時

▼
群
馬
い
の
ち
の
電
話
（
☎
０
２

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントなどが中止になる場合があります。

19 桐生市役所（☎0277 ‐ 46 ‐ 1111）



桐
生
え
き
な
か
市

新
鮮
な
産
直
野
菜
や
手
作
り
加

工
品
な
ど
を
販
売
し
ま
す
。

期
日
＝
３
月
13
日
か
ら
４
月
３
日

ま
で
の
毎
週
日
曜
日

時
間
＝
午
前
９
時
～
11
時
30
分
※

売
り
切
れ
次
第
終
了

場
所
＝
Ｊ
Ｒ
桐
生
駅
南
口

問
い
合
わ
せ
＝
観
光
交
流
課
（
☎

内
線
３
６
６
）

桐
生
か
ら
く
り
人
形
芝
居

期
日
＝
３
月
19
日
（
土
）
、
４
月

２
日
（
土
）

時
間
＝
午
前
10
時
30
分
～
午
後
３

時
※
一
日
５
回
上
演

場
所
＝
桐
生
か
ら
く
り
人
形
芝
居

館
（
有
鄰
館
内
）

問
い
合
わ
せ
＝
観
光
交
流
課
（
☎

内
線
３
６
６
）

３
月
の
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム

星
空
と
星
座
の
お
は
な
し
を
投

影
し
ま
す
。

期
日
＝
3
月
12
日（
土
）・
13
日

（
日
）・
26
日（
土
）・
27
日（
日
）

時
間
＝
午
後
２
時
～
２
時
40
分

場
所
＝
図
書
館
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム

室

募
集
人
数
＝
20
人
（
先
着
順
）

申
し
込
み
＝
当
日
、
午
前
９
時
か

ら
入
場
券
を
図
書
館
（
☎
47
４
３

４
１
）
１
階
カ
ウ
ン
タ
ー
で
配
布

ア
ー
ス
ケ
ア
桐
生
が
岡
遊

園
地
の
イ
ベ
ン
ト

場
所
・
問
い
合
わ
せ
＝
ア
ー
ス
ケ

ア
桐
生
が
岡
遊
園
地
（
☎
22
７
５

８
０
）
※
雨
天
中
止

○
春
の
わ
く
わ
く
プ
レ
ゼ
ン
ト

遊
園
地
の
り
も
の
回
数
利
用
券

（
１
１
０
０
円
券
）
を
購
入
し
、

「
あ
た
り
」
の
出
た
人
に
お
菓
子

を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

期
日
＝
3
月
26
日
（
土
）
・
27
日

（
日
）

時
間
＝
午
前
9
時
30
分
か
ら
午
後

くらしガイド

着
順
）

３
月
の
お
は
な
し
会

▼
え
ほ
ん
は
と
も
だ
ち
図
書
館
お

は
な
し
会

期
日
＝
３
月
12
日
（
土
）

時
間
＝
午
前
11
時
か
ら
30
分
程
度

場
所
＝
新
里
総
合
セ
ン
タ
ー
児

童
・
子
育
て
室

問
い
合
わ
せ
＝
新
里
図
書
館
（
☎

47
８
０
８
０
）

↖

3
時
ま
で
※「
あ
た
り
」が
な
く
な

り
次
第
終
了

募
集
人
数
＝
各
日
30
人（
先
着
順
）

○
入
学
お
め
で
と
う

新
小
学
１
年
生
い
ら
っ
し
ゃ
い
♪

対
象
者
に
遊
園
地
オ
リ
ジ
ナ
ル

ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
を
プ
レ
ゼ
ン
ト

し
ま
す
。
ま
た
、
遊
園
地
の
り
も

の
券
な
ど
が
当
た
る
ガ
ラ
ポ
ン
抽

せ
ん
会
を
実
施
し
ま
す
。

期
日
＝
4
月
2
日
（
土
）
・
3
日

（
日
）

時
間
＝
午
前
9
時
30
分
か
ら
午
後

3
時
ま
で
※
定
員
に
な
り
次
第
終

了対
象
＝
４
月
に
小
学
校
1
年
生
に

な
る
児
童

募
集
人
数
＝
各
日
１
０
０
人
（
先

広
告

○ワンコインコンサート　ミラクル・マリ
　ンバ～超絶技巧・魅惑のメロディ～
期日＝３月19日（土）
時間＝午前11時30分開演
※約１時間の公演
出演＝塚越慎子（マリン
バ）、山中惇史（ピアノ）
費用＝500円※全席自由

○特別上映シネマ歌舞伎「野田版研辰の討
　たれ」
期日＝３月20日（日）
時間＝午後２時開演※午後１時30分開場
費用＝一般2,200円、高校生以下1,500円
※全席指定
主演＝中村勘三郎（18代目）
脚本・演出＝野田秀樹

○シルク春の映画祭
期日＝３月27日（日）
内容・時間＝「キネマの神様」…午前10時
30分開演、「老後の資金がありません」…
午後２時開演※開場は各回開演30分前
費用＝前売券各回800円（当日券1,000
円）、高校生以下前売券400円（当日券
500円）※全席自由

場所＝美喜仁桐生文化会館シルクホール
問い合わせ＝美喜仁桐生文化会館（☎22‐
9999）

美喜仁桐生文化会館のイベント

広報きりゅう令和４年３月号 20



と
3
月
23
日
（
水
）
を
除
く

▼
早
春
の
観
察
会

早
春
に
見
頃
を
迎
え
る
コ
ブ
シ

や
ス
ミ
レ
な
ど
を
観
察
し
ま
す
。

期
日
＝
3
月
27
日
（
日
）

時
間
＝
午
前
10
時
～
正
午

募
集
人
数
＝
15
人
（
先
着
順
）

▼
カ
ッ
コ
ソ
ウ
観
察
会

桐
生
市
・
み
ど
り
市
周
辺
の
山

地
の
み
に
自
生
す
る
、
貴
重
な
カ

ッ
コ
ソ
ウ
を
観
察
し
ま
す
。

期
日
＝
4
月
3
日
（
日
）

時
間
＝
午
前
10
時
～
正
午

募
集
人
数
＝
20
人
（
先
着
順
）

人口と世帯（１月 31日現在）

人口 106,230人 （  －149人）

男 51,217人 （   －66人） 

女 55,013人 （   －83人）

世帯 49,432世帯 （ －33世帯）

（ ）内は前月比

子ども医療電話相談

休日や夜間（翌朝８時まで）に子
どもが急に具合が悪くなったとき、
相談に応じます。

☎♯８０００（短縮）

話
で
す
。

期
日
＝
3
月
12
日
（
土
）

時
間
＝
午
後
3
時
～
4
時
30
分

場
所
＝
プ
ラ
ス
ア
ン
カ
ー
（
本
町

六
丁
目
）

費
用
＝
１
０
０
０
円

申
し
込
み
＝
電
話

で
プ
ラ
ス
ア
ン
カ

ー
（
☎
０
８
０
‐

１
１
５
２
‐
０
０

８
３
）
ま
た
は
専

用
申
込
フ
ォ
ー
ム
へ
。

問
い
合
わ
せ
＝
プ
ラ
ス
ア
ン
カ
ー

ま
た
は
企
画
課
（
☎
内
線
５
７

７
）

●
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
月
間

3
月
18
日
（
金
）
ま
で
サ
イ
バ

ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
月
間
で
す
。
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
悪
用
し
た
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
安
全
に
利
用

す
る
た
め
、
日
頃
か
ら
必
要
な
対

策
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

▼
群
馬
県
警
察
サ
イ
バ
ー
犯
罪
情

報
・
被
害
相
談
電
話
（
☎
０
８
０

‐
２
３
５
０
‐
０
０
０
１
）

受
付
日
＝
月
～
金
曜
日
※
祝
日
を

除
く

時
間
＝
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5

時
15
分

▼
群
馬
県
警
察
総
合
相
談
電
話

（
☎
０
２
７
‐
２
２
４
‐
8
０
８

０
、
短
縮
ダ
イ
ヤ
ル
＃
９
１
１

０
）
※
休
日
な
し

問
い
合
わ
せ
＝
桐
生
警
察
署
（
☎

43
０
１
１
０
）

思
わ
れ
る
人
は
、
事
前
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
・
２

級
を
受
け
て
い
る
②
国
民
年
金
の

障
害
年
金
１
級
を
受
け
て
い
る
③

国
民
年
金
の
障
害
年
金
１
級
に
該

当
す
る
障
害
で
あ
る
認
定
を
受
け

て
い
る（
県
の
障
害
認
定
）④
療
育

手
帳
Ａ
・
Ｂ
１（
Ｂ
中
）程
度
の
判

定
を
受
け
て
い
る
⑤
特
別
児
童
扶

養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律

の
１
級
障
害
に
該
当
し
て
い
る
⑥

判
定
書
等
で
Ｉ
Ｑ（
知
能
指
数
）が

50
以
下
と
判
定
さ
れ
て
い
る

問
い
合
わ
せ
＝
医
療
保
険
課（
☎

内
線
２
５
７
・
２
６
０
・
２
７
２
）

関
連
団
体
か
ら
の

お
知
ら
せ

●
中
途
視
覚
障
が
い
者
生
活
訓
練

講
座中

途
視
覚
障
が
い
者
の
自
立
に

必
要
な
訓
練
な
ど
を
行
い
ま
す
。

対
象
＝
視
覚
に
障
が
い
を
持
つ
人

期
間
＝
４
月
～
令
和
５
年
３
月

場
所
＝
群
馬
県
社
会
福
祉
総
合
セ

ン
タ
ー
（
前
橋
市
新
前
橋
町
）

問
い
合
わ
せ
＝
群
馬
県
視
覚
障
害

者
福
祉
協
会
事
務
局
（
☎
０
２
７

‐
２
５
５
‐
６
６
７
７
）

●
ア
ー
ト
カ
フ
ェ
in
桐
イ
ン

生
（
大
学

連
携
事
業
）

「
桐
生
の
な
か
の
大
川
美
術

館
」
と
題
し
た
、
大
川
美
術
館
学

芸
員
の
小
此
木
美
代
子
さ
ん
の
お

３
月
の
ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト

ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
ス
タ
ッ
フ
が
絵
本
の
読
み
聞
か

せ
を
し
た
後
、
絵
本
を
2
冊
プ
レ

ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

▼
絵
本
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
読
み
聞

か
せ

対
象
＝
1
歳
未
満
ま
た
は
令
和
2

年
度
対
象
者
で
、
ま
だ
絵
本
を
引

換
え
て
い
な
い
人

期
日
＝
3
月
16
日
（
水
）

時
間
＝
午
前
10
時
～
11
時
30
分

場
所
＝
新
里
総
合
セ
ン
タ
ー
ふ
れ

あ
い
ル
ー
ム

持
ち
物
＝
桐
生
市
ブ
ッ
ク
ス
タ
ー

ト
引
換
券
と
母
子
手
帳

▼
絵
本
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
の
み

期
間
＝
火
～
金
曜
日
※
祝
日
を
除

く時
間
＝
午
前
9
時
～
午
後
3
時

場
所
＝
図
書
館
、
新
里
図
書
館

問
い
合
わ
せ
＝
図
書
館
（
☎
47
４

３
４
１
）

子
ど
も
の
福
祉
医
療
費
受
給

資
格
が
喪
失
す
る
人
へ

15
歳
に
到
達
し
て
令
和
４
年
３

月
31
日
に
福
祉
医
療
費
受
給
資
格

が
喪
失
す
る
人
で
、
次
の
①
～
⑥

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
は
、

申
請
す
る
こ
と
で
再
度
助
成
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
該
当
と

子
育
て

▼
み
ん
な
あ
つ
ま
れ

あ
お
ぞ
ら

お
は
な
し
会

芝
生
の
上
で
ピ
ク
ニ
ッ
ク
気
分

の
お
は
な
し
会
で
す
。

期
日
＝
①
3
月
12
日
（
土
）
②

3
月
17
日
（
木
）
③
3
月
26
日

（
土
）

時
間
＝
①
③
は
午
前
11
時
か
ら
30

分
程
度
、
②
は
午
前
10
時
30
分
か

ら
30
分
程
度

場
所
＝
新
川
公
園
芝
生
広
場
※
雨

天
の
場
合
、
中
央
公
民
館
４
０
３

研
修
室

問
い
合
わ
せ
＝
図
書
館
（
☎
47
４

３
４
１
）

自
然
観
察
の
森
の
イ
ベ
ン
ト

集
合
場
所
＝
自
然
観
察
の
森

申
し
込
み
＝
3
月
7
日
（
月
）
か

ら
電
話
で
自
然
観
察
の
森
（
☎
65

６
９
０
１
）
へ
。
※
毎
週
火
曜
日

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントなどが中止になる場合があります。

21 桐生市役所（☎0277 ‐ 46 ‐ 1111）



くらしの便利ガイド

乳幼児の健康診査など
　新型コロナウイル
ス感染症拡大防止の
ため健康診査などが
延期・中止となる場
合があります。対象
者に通知を送付しま
すのでご確認くださ
い。
　市ホームページや
桐生ふれあいメール
でも確認できます。
問い合わせ＝子育て
相 談 課（ ☎43 ‐ 2003、
43 ‐ 2009）

行事 期日 場所

３か月児健康診査 ４/13（水）

保健福祉会館
（末広町）

10か月児健康診査 ４/11（月）

１歳６か月児健康診査 ４/15（金）

２歳児歯科健康診査 ４/28（木）

３歳児健康診査 ４/19（火）

育児相談 ４/22（金）

すこやか栄養相談 随時

３・10か月児健康診査 ４/21（木） 新里町保健
文化センター１歳６か月児健康診査 ４/26（火）

各 種 相 談 案 内
相談・内容 期日・時間 場所 問い合わせ

市民相談
（日常生活全般の相談）

月～金曜日（祝日を除く）
午前９時～午後４時

市民相談室（市役所２階）
市民相談室（☎内線355・503）
※電話での相談にも応じます

無料法律相談
（弁護士による相談）

３月10日・17日・24日、31日の各木曜日、
午前10時～正午、募集人数は各日５人

（先着順）※２週間前の木曜日から電話
で要予約（午前９時～午後４時）

市民相談室（市役所２階） 市民相談室（☎内線355・503）

３月８日（火）、午前10時～正午、募集人
数は各日５人（先着順）※２週間前の火
曜日から電話で要予約（午前９時～午後
４時）

新里総合センター３階
新里支所市民生活課

（☎74‐2212）

人権相談
（人権侵害や差別などに関する
相談）
行政相談
（国などの仕事への要望・苦情）

（人権相談のみ）３月８日（火）・22日（火）
（行政相談のみ）３月15日（火）、４月５日

　　　　　　　（火）
午後１時30分～３時30分

市民相談室（市役所２階）

人権相談…地域づくり課（☎
内線317）
行政相談…市民相談情報課

（☎内線472）

４月１日（金）午前９時30分～11時30分 新里総合センター３階
新里支所市民生活課

（☎74‐2212）

３月22日（火）午前９時～11時 黒保根支所２階
黒保根支所市民生活課

（☎96‐2111）
消費生活相談
（消費生活の苦情や相談）

月～金曜日（祝日を除く）
午前９時～午後４時

桐生市消費生活センター
（保健福祉会館４階）

桐生市消費生活センター
（☎40‐1112）

労働相談
（職場のトラブルに関する相談）

月～金曜日（祝日を除く）
午前９時～午後５時15分

ぐんま県民労働相談センター（☎0120‐54‐6010）

ぐんま若者サポート
ステーション出張相談
※対象＝15歳～49歳の人と家族
（働くことに関する相談）

３月16日（水）午前10時～午後４時
※要予約（火～金曜日、第２・４土曜日
の午前10時～午後６時）

勤労福祉会館３階
ぐんま若者サポートステーショ
ン東毛常設サテライト

（☎0276‐57‐8222）

コロナ禍相談窓口
（事業者向け経営相談）

火・木曜日（祝日を除く）
午前９時～午後５時※電話で要確認

職業訓練センター
群馬県よろず支援拠点専用電
話（☎070‐4195‐4729）

子育て相談
（子育てに関する相談）

月～金曜日（祝日を除く）
午前８時30分～午後５時15分

保健福祉会館１階 子育て相談課（☎0120‐10‐
7867、☎43‐2000、kosodate
sodan@city.kiryu.lg.jp）

土・日曜日（祝日を除く）
午前10時～午後４時

保健福祉会館３階

児童虐待通報
（児童虐待と思ったら） 24時間対応

群馬県東部児童相談所（☎0276‐57‐6111）
児童相談所全国共通ダイヤル（☎189「いち・はや・く」）

※福祉、介護、教育、育児などの相談には、それぞれの担当課で応じています。
※土、日、祝日、年末年始は、群馬県東部児童相談所を除き、各相談業務、予約の受け付けとも行っていません。

災害が起こると、子どもは大人以
上に不安を感じます。日頃から、災
害が起こったときにどのような行動
をしたら良いか話し合ったり、親子
で十分にスキンシップをとったりし
ていると、子どもの不安は和らぎま
す。また、備蓄用品のなかに、子ど
もが安心できる物を用意するなど、
日頃から家族で備えましょう。

問い合わせ＝子育て相談課子育て
支援センター（☎46‐5031）

災害に備えましょう
子育てぷらす

広報きりゅう令和４年３月号 22



広
告

※受診の際は各病医院などに事前にお問い合わせください。休日当番医・接
骨院は変更になる場合があります。

救急病院案内テレホン ☎22‐0099（24時間対応）

 ３・４月  休日当番接骨院
時間：午前９時～午後３時
※接骨院により時間を延長する場合があります。
期日 接骨院（電話番号） 場所

３月６日
（日）

さいとう接骨院（ 43‐8574 ）新宿一丁目

NARI接骨院（ 76‐5005 ） みどり市笠懸町

13 日
（日）

岩崎接骨院（ 47 - 2204 ） 東一丁目

ながや接骨院（ 74‐5938 ）新里町新川

20 日
（日）

ほしの接骨院（ 76‐7042 ）みどり市笠懸町

すわ接骨院（ 46‐0901 ） 末広町

21 日
（祝）

鈴木接骨院（ 46‐3741 ） 新宿一丁目

吉田接骨院（ 52‐0606 ） 相生町二丁目

27 日
（日）

武藤接骨院（ 22‐4667 ） 宮前町一丁目

アース接骨院（ 51‐4276 ）みどり市笠懸町

４月３日
（日）

清水接骨院（ 47‐6386 ） 広沢町一丁目

なかじま接骨院（ 73‐6902 ）みどり市大間々町

 休日緊急歯科診療所  ☎ 45 ｰ 1397
期日＝日曜日、祝日、年末年始
時間＝午前 10 時～午後２時 30 分
　　　※受診の際は、事前にご連絡ください。
場所＝桐生市歯科医師会館（堤町三丁目３‐２、
　　　赤岩橋堤町側交差点付近）

 平日夜間急病診療所  ☎ 47 ｰ 2501
期日 = 月 ~ 土曜日（祝日を除く）
時間 = 午後 7 時 30 分 ~10 時 30 分
診療科目 = 内科、小児科
場所 = 桐生メディカルセンター 1 階（元宿町）

３・４月 休日当番医   時間：午前９時～午後６時
期日 診療科目 病医院（電話番号） 場所

３月６日
（日）

内・小児科 新宿医院（ 44 ‐ 5930 ） 新宿一丁目

内科 森の診療所（ 47 ‐ 8118 ） 広沢町二丁目

婦人科 島村京子クリニック（ 55 ‐ 6611 ）相生町一丁目

13 日
（日）

泌・内・小児科 きたむらクリニック（ 30 ‐ 7577 ）みどり市大間々町

内科 稲葉医院（ 72 ‐ 1655 ） みどり市大間々町

耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科　設楽医院（ 54 ‐ 1517 ）相生町二丁目

20 日
（日）

内・児・循環器科 関田内科クリニック（ 54 ‐ 2511 ）相生町五丁目

内科 大澤医院（ 52 ‐ 3312 ） 相生町二丁目

麻・内科 アイダ痛みのクリニック（ 30 ‐ 7077 ）みどり市大間々町

21 日
（祝）

児・皮膚科 しむらクリニック（ 52 ‐ 5253 ） 相生町一丁目

外・内科 恵愛堂クリニック（ 74 ‐ 2311 ） 新里町新川

眼科 青木眼科（ 72 ‐ 7070 ） みどり市大間々町

27 日
（日）

内・小児科 武井内科医院（ 53 ‐ 6060 ） 広沢町一丁目

内・消・呼・循・小児科 松井内科医院（ 70 ‐ 7610 ） みどり市笠懸町

外・整形外科 こんどう整形外科ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科医院（ 44 ‐ 5066 ）仲町二丁目

４月３日
（日）

小児科 ひきた小児科クリニック（ 44 ‐ 3040 ）仲町二丁目

内・形成外科 関内科医院（ 73 ‐ 2022 ） みどり市大間々町

脳・内・皮・整形外科 さくらクリニック（ 46 ‐ 3739 ） 本町六丁目

納め忘れの心配や、納期ごとに金

融機関に行く必要がなくなります。新
年度の納税に向けて、ご検討ください。
問い合わせ＝納税課

（☎内線235・236）
市税の納付方法▶

（市ホームページ）

市税納付は便利な口座振替で

時間＝午前８時30分～午後５時15分
※市民課（一部業務を除く）は、
水曜日のみ午後７時まで
パスポート窓口：午前９時～午後４時30分
マイナンバー業務：午前９時～午後５時15分
休業日＝土、日、祝日、年末年始
問い合わせ＝市民課（☎内線246）

日曜窓口（住民基本台帳・戸籍業務）
時間＝午前９時～午後１時
〇 市役所
期日＝３月６日・20日、４月３日
〇 新里支所、境野・広沢・梅田・
　相生・川内・菱公民館
期日＝３月６日、４月３日
※マイナンバー業務は、市役所と新
里支所で３月６日と４月３日に受け
付けます。

市役所・支所業務時間

23 桐生市役所（☎0277 ‐ 46 ‐ 1111）
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桐生人こそ宝。～快疎のまちで輝く人々～

シリーズ第５回

「ものづくりのまち、桐生」を世界に広めたい。
ガラス工房「M

メ ル ハ バ

erhaba」を開いたきっかけは？
　大学生の頃から、ガラスが持つ素材としての可能性や
造形する過程の面白さに惹かれ、「いつか地元でガラス工
房を開きたい」と思っていました。（大輔さん）
桐生の好きなところは？
　子どもや私たちに合った保育園を選べるところ。近く
に山上城跡公園とか、広い公園が多いところも気に入っ
ています。「子育てするなら絶対にここがいい！」と思っ
て、一緒に桐生に来ました。（舞子さん）
これから桐生でやりたいことは？
　桐生には若いクリエーターが多く集まっていて、互い
につながりを持って活動しています。僕もその一人とし
て、今後は海外にも販路を広げ、海外の人にも「桐生と
いえば、ものづくりのまち」と思ってもらえるように頑
張っていきたいです。（大輔さん）

小
こばやし

林 大
だいすけ

輔さん・舞
ま い こ

子さん
大輔さんは桐生市新里町出身。桐生高校卒業後、
名古屋芸術大学でガラス工芸を学び、トルコや
箱根のガラス工房で修行。2011年に市内新里
町でガラス工房「Merhaba」を起業する。
舞子さんは神奈川県出身。ガラス工房「Merha
ba」では営業や販路開拓などのマネジメント
を行っている。

パチリいい顔

阿
あ ざ み

左美 杏
き ょ う

羽ちゃん
1 歳３か月

（新里町新川）

小
こばやし

林 宝
た か ら

楽ちゃん
2 歳

（新里町武井）

髙
た か の

野 凜
りん

ちゃん
３歳 1 か月

（新里町新川）

市内に居住する３歳まで（申し込
み時）の桐生っ子を募集します。
申し込み ＝ Ｅメール （miryoku@
city.kiryu.lg.jp）にお子さんの氏名
（ふりがな）、生年月日、住所、保
護者氏名、電話番号を記入し、お子
さんの画像データを添付のうえ、魅
力発信課（☎内線505）へ。

パチリいい顔 桐生っ子




